
 

 

議

案

第

十

八

号

 

港

区

い

じ

め

問

題

対

策

連

絡

協

議

会

等

の

設

置

に

関

す

る

条

例

 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

 

 
 

平

成

二

十

七

年

二

月

十

八

日

 

 

提

出

者 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭 
 

 
 

 

 

港

区

い

じ

め

問

題

対

策

連

絡

協

議

会

等

の

設

置

に

関

す

る

条

例

 

（

趣

旨

）

 

第

一

条 

港

区

（

以

下

「

区

」

と

い

う

。

）

に

お

け

る

い

じ

め

の

防

止

等

に

関

す

る

施

策

の

推

進

を

図

る

た

め

、

い

じ

め

防

止

対

策

推

進

法

（

平

成

二

十

五

年

法

律

第

七

十

一

号

。

以

下

「

法

」

と

い

う

。

）

第

十

四

条

第

一

項

及

び

第

三

項

、

第

二

十

八

条

第

一

項

並

び

に

第

三

十

条

第

二

項

の

規

定

に

基

づ

き

、

港

区

い

じ

め

問

題

対

策

連

絡

協

議

会

等

の

設

置

、

組

織

及

び

運

営

に

関

し

必

要

な

事

項

を

定

め

る

も

の

と

す

る

。

 

（

定

義

）

 

第

二

条 

こ

の

条

例

に

お

い

て

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

用

語

の

意

義

は

、

そ

れ

ぞ

れ

当

該

各

号

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。

 

一 

い

じ

め 

児

童

生

徒

に

対

し

て

、

当

該

児

童

生

徒

が

在

籍

す

る

学

校

に

在

籍

し

て

い

る

等

当

該

児

童

生



 

 

徒

と

一

定

の

人

的

関

係

に

あ

る

他

の

児

童

生

徒

等

が

行

う

心

理

的

又

は

物

理

的

な

影

響

を

与

え

る

行

為

（

 

 
イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

を

通

じ

て

行

わ

れ

る

も

の

を

含

む

。

）

で

あ

っ

て

、

当

該

行

為

の

対

象

と

な

っ

た

児

童

生

徒

が

心

身

の

苦

痛

を

感

じ

て

い

る

も

の

を

い

う

。

 

二 

い

じ

め

の

防

止

等 

い

じ

め

の

防

止

、

い

じ

め

の

早

期

発

見

及

び

い

じ

め

へ

の

対

処

を

い

う

。

 

三 

学

校 
港

区

立

学

校

設

置

条

例

（

昭

和

三

十

年

港

区

条

例

第

六

号

）

第

一

条

に

規

定

す

る

小

学

校

及

び

中

学

校

を

い

う

。
 

四 

児

童

生

徒 

学

校

に

在

籍

す

る

児

童

又

は

生

徒

を

い

う

。

 

（

港

区

い

じ

め

問

題

対

策

連

絡

協

議

会

）

 

第

三

条 

い

じ

め

の

防

止

等

に

関

係

す

る

機

関

及

び

団

体

の

連

携

を

図

る

た

め

、

法

第

十

四

条

第

一

項

の

規

定

に

基

づ

き

、

区

長

、

港

区

教

育

委

員

会

（

以

下

「

教

育

委

員

会

」

と

い

う

。

）

、

警

視

庁

そ

の

他

の

関

係

者

に

よ

り

構

成

さ

れ

る

港

区

い

じ

め

問

題

対

策

連

絡

協

議

会

（

以

下

「

協

議

会

」

と

い

う

。

）

を

置

く

。

 

２ 

協

議

会

は

、

次

に

掲

げ

る

事

項

に

つ

い

て

協

議

す

る

。

 

 

一 

区

に

お

け

る

い

じ

め

の

防

止

等

の

た

め

の

対

策

の

推

進

に

関

す

る

事

項

 

 

二 

い

じ

め

の

防

止

等

に

関

係

す

る

機

関

及

び

団

体

の

連

携

に

関

す

る

事

項

 

３ 

協

議

会

の

委

員

の

任

期

は

、

二

年

と

し

、

補

欠

委

員

の

任

期

は

、

前

任

者

の

残

任

期

間

と

す

る

。

た

だ

し

、

再

任

を

妨

げ

な

い

。

 

４ 

協

議

会

に

会

長

を

置

き

、

区

長

を

も

っ

て

充

て

る

。

 



 

 

５ 

協

議

会

の

組

織

及

び

運

営

に

関

し

必

要

な

事

項

は

、

港

区

教

育

委

員

会

規

則

（

以

下

「

教

育

委

員

会

規

則

と

い

う

。

）

で

定

め

る

。

 

（

港

区

教

育

委

員

会

い

じ

め

問

題

対

策

会

議

）

 

第

四

条 
区

に

お

け

る

い

じ

め

の

防

止

等

の

た

め

の

対

策

を

実

効

的

に

行

う

た

め

、

法

第

十

四

条

第

三

項

の

規

定

に

基

づ

き

、

教

育

委

員

会

の

付

属

機

関

と

し

て

、

教

育

委

員

会

、

学

校

、

学

識

経

験

を

有

す

る

者

、

法

律

、

医

学

、

心

理

、

福

祉

等

に

関

す

る

専

門

的

な

知

識

を

有

す

る

者

そ

の

他

の

関

係

者

に

よ

り

構

成

さ

れ

る

港

区

教

育

委

員

会

い

じ

め

問

題

対

策

会

議

（

以

下

「

対

策

会

議

」

と

い

う

。

）

を

置

く

。

 

２ 

対

策

会

議

は

、

い

じ

め

の

防

止

等

の

た

め

の

対

策

の

推

進

に

つ

い

て

調

査

審

議

し

、

当

該

結

果

を

教

育

委

員

会

に

報

告

す

る

も

の

と

す

る

。
 

３ 

対

策

会

議

の

委

員

の

任

期

は

、

二

年

と

し

、

補

欠

委

員

の

任

期

は

、

前

任

者

の

残

任

期

間

と

す

る

。

た

だ

し

、

再

任

を

妨

げ

な

い

。

 

４ 

対

策

会

議

に

会

長

を

置

き

、

港

区

教

育

委

員

会

教

育

長

を

も

っ

て

充

て

る

。

 

５ 

対

策

会

議

の

組

織

及

び

運

営

に

関

し

必

要

な

事

項

は

、

教

育

委

員

会

規

則

で

定

め

る

。

 

（

港

区

教

育

委

員

会

い

じ

め

問

題

調

査

委

員

会

）

 

第

五

条 

学

校

に

お

い

て

法

第

二

十

八

条

第

一

項

に

規

定

す

る

重

大

事

態

（

以

下

「

重

大

事

態

」

と

い

う

。

）

が

発

生

し

た

場

合

に

対

処

す

る

た

め

、

同

項

の

規

定

に

基

づ

き

、

教

育

委

員

会

の

付

属

機

関

と

し

て

、

学

識

経

験

を

有

す

る

者

、

法

律

、

医

学

、

心

理

、

福

祉

等

に

関

す

る

専

門

的

な

知

識

を

有

す

る

者

等

に

よ

り

構

成

 

」

 



 

 

さ

れ

る

港

区

教

育

委

員

会

い

じ

め

問

題

調

査

委

員

会

（

以

下

「

教

育

委

員

会

調

査

委

員

会

」

と

い

う

。

）

を

置

く

。

 

２ 

教

育

委

員

会

調

査

委

員

会

は

、

学

校

に

お

い

て

重

大

事

態

が

発

生

し

た

場

合

に

は

、

法

第

二

十

八

条

第

一

項

に

規

定

す

る

調

査

を

行

い

、

当

該

結

果

を

教

育

委

員

会

に

報

告

す

る

も

の

と

す

る

。

 

３ 

教

育

委

員

会

調

査

委

員

会

の

委

員

の

任

期

は

、

教

育

委

員

会

が

任

命

し

た

と

き

か

ら

、

前

項

の

規

定

に

よ

る

報

告

が

終

了

す

る

と

き

ま

で

と

す

る

。

 

４ 

教

育

委

員

会

調

査

委

員

会

に

委

員

長

を

置

き

、

教

育

委

員

会

調

査

委

員

会

の

委

員

の

互

選

に

よ

り

こ

れ

を

定

め

る

。

 

５ 

教

育

委

員

会

調

査

委

員

会

の

組

織

及

び

運

営

に

関

し

必

要

な

事

項

は

、

教

育

委

員

会

規

則

で

定

め

る

。

 

（

港

区

い

じ

め

問

題

調

査

委

員

会

）

 

第

六

条 

区

長

は

、

法

第

三

十

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

報

告

を

受

け

た

場

合

に

お

い

て

当

該

報

告

に

係

る

重

大

事

態

へ

対

処

し

、

又

は

当

該

重

大

事

態

と

同

種

の

事

態

の

発

生

を

防

止

す

る

た

め

、

同

条

第

二

項

の

規

定

に

基

づ

き

、

区

長

の

付

属

機

関

と

し

て

、

学

識

経

験

を

有

す

る

者

、

法

律

、

医

学

、

心

理

、

福

祉

等

に

関

す

る

専

門

的

な

知

識

を

有

す

る

者

等

に

よ

り

構

成

さ

れ

る

港

区

い

じ

め

問

題

調

査

委

員

会

（

以

下

「

港

区

調

査

委

員

会

」

と

い

う

。

）

を

置

く

。

 

２ 

港

区

調

査

委

員

会

は

、

法

第

三

十

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

る

調

査

を

行

い

、

当

該

結

果

を

区

長

に

報

告

す

る

も

の

と

す

る

。

 



 

 

３ 

港

区

調

査

委

員

会

の

委

員

の

任

期

は

、

区

長

が

任

命

し

た

と

き

か

ら

、

前

項

の

規

定

に

よ

る

報

告

が

終

了

す

る

と

き

ま

で

と

す

る

。

 

４ 

港

区

調

査

委

員

会

に

委

員

長

を

置

き

、

港

区

調

査

委

員

会

の

委

員

の

互

選

に

よ

り

こ

れ

を

定

め

る

。

 

５ 

区

長

は

、

第

二

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

港

区

調

査

委

員

会

に

よ

る

調

査

以

外

の

方

法

に

よ

り

、

法

第

三

十

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

る

調

査

を

行

う

こ

と

が

で

き

る

。

 

６ 

港

区

調

査

委

員

会

の

組

織

及

び

運

営

に

関

し

必

要

な

事

項

は

、

区

規

則

で

定

め

る

。

 

 
 

 

付 

則

 

 

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

（

説 

明

）

 

 

い

じ

め

防

止

対

策

推

進

法

（

平

成

二

十

五

年

法

律

第

七

十

一

号

）

の

施

行

を

踏

ま

え

、

港

区

い

じ

め

問

題

対

策

連

絡

協

議

会

等

を

設

置

す

る

た

め

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。 

 


